
○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
四
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区

域
法
の
実
施
に
関
し
必
要
な
告
示
の
適
用
の
特
例
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

遠
山

敦
子

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
文
部

科
学
省
告
示
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告

第
一
項

又
は
学
校
法
人

、
学
校
法
人
の
理
事
長
又
は
学
校
設
置
会
社
（

示
第
四
十
六
号
（
高
等
専
門

の
理
事
長

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

学
校
の
教
員
資
格
の
認
定
の

百
八
十
九
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

申
請
に
つ
い
て
定
め
る
件
）

学
校
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
代

表
取
締
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役

又
は

学
校

法
人

学
校

法
人

の
理

事
長

名
又

は
学

校
設

置
会

社

第
一
号
様
式

、



の
理

事
長

名
の

代
表

取
締

役
名

若
し

く
は

代
表

執
行

役
名

又
は

学
校

法
人

学
校

法
人

の
理

事
長

名
又

は
学

校
設

置
会

社

第
一
号
様
式

、

の
理

事
長

名
の

代
表

取
締

役
名

若
し

く
は

代
表

執
行

役
名

の
注

学
校

法
人

の
学

校
法

人
の

理
事

長
名

又
は

学
校

設
置

会
社

、
、

理
事

長
名

の
代

表
取

締
役

名
若

し
く

は
代

表
執

行
役

名

学
校

法
人

学
校

法
人

学
校

設
置

会
社

構
造

改
革

特
別

大
学
の
設
置
等
の
認
可
申
請

様
式
第
二
号

（

、

に
係
る
書
類
の
様
式
及
び
提

の
注
９
の
①

（

）

区
域

法
平

成
十

四
年

法
律

第
百

八
十

九
号

第
十

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

学
校

設
置

会
社

出
部
数
（
平
成
十
五
年
文
部

及
び
様
式
第

科
学
省
告
示
第
五
十
四
号
）

九
号
の
注
９

）

を
い

う

。

の
①

附

則

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



第
二
条

平
成
十
五
年
度
に
限
り
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
に
関
す
る

大
学
の
設
置
等
の
認
可
申
請
に
係
る
書
類
の
様
式
及
び
提
出
部
数
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
四
号
）

月
日

月
日

月

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
告
示
の
表
大
学
の
設
置
の
欄
中
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
「

4
30

10
31

7
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
す
る
。

31
12

10
日

月
日


